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資 料

土壌倫理の射程 
—食と農，リスク，未来世代—

太田和彦 1・河野真貴子 2・寺本 剛 3・前川智美 4

　

1．は じ め に

今日，複雑かつ相互に関連する政治的，社会経済的，物
理化学的要因により，地球上の様々な地域で土壌資源の深刻
な劣化や生物多様性の喪失，都市への人口集中に伴う人々
の土壌への関心の希薄化などが進行している．これらの
人為的に引き起こされつつある世界的な危機に対応する
ため，2015年の国際土壌年に，国連食糧農業機関（Food 
and Agriculture Organization of United Nations: FAO）
は，第65回総会において，有限の土壌資源をより持続
可能に活用するための方針を定めた，改訂世界土壌憲章
（Revised World Soil Charter）を採択，公表した．改訂世
界土壌憲章では，健全で適切な土壌管理のために，国家
間レベルのみならず地域レベルでのガバナンスの強化，そ
れをふまえた政策の策定と実施，土壌資源への投資の促
進などの必要性が求められている（FAO, 2015; 大倉・村
田，2018）．
これらの政策を策定し，効果的に実施し，土壌の長期的

保全活動を人々の活動に浸透させるためには，研究教育
機関，行政，土地所有者のみならず，企業や非営利組織，
投資家との連携が不可欠となる（Scoones, 2015）．FAO
と政府間の土壌に関する技術パネル（Intergovernmental 
Technical Panel on Soils: ITPS）は，土壌保全のための以
下の7つの政策方針—①教育と啓発活動，②モニタリン
グと予測システム，③市場への土壌情報の提供，④適切な
奨励と規制，⑤世代間の公平性の確保，⑥地域と世界の安
全保障を支える，⑦政策の相関性と因果関係の理解—を
提言し，これらの政策方針や行動計画が，分野横断的に策
定されるべきことを指摘している（高田ら，2016）．

多様な社会的立場や職務にある人々が連携する基盤を形
成し，拡大する上で，経済学，法学，政治学，倫理学，文
化人類学などの人文社会学の知見が寄与できる事柄は極め
て大きい．しかし，現在の日本において，人文社会学の研
究者と土壌研究者の意見交換の機会は限られており，土壌
に関する自然科学的な基礎知識や専門知識とのすり合わせ
も道半ばである．
以上をふまえて，今回のシンポジウムでは超学際研究，
リスク論と法制度，世代間倫理，社会運動の観点から，
「なぜ短期的利益をある程度，犠牲にすることがあったと
しても，長期的な土壌保全のための施策を行うべきなの
か？」（Thompson, 2011）という土壌倫理が提起する問い
に対する検討を行った．太田は，土壌倫理の概略を説明し
（2節），土壌の重要性の記述に資する4つの国際的な枠組
みを報告した（3節）．河野は，EUにおける土壌保護枠組
み指令案の取り下げ事件を事例として，土壌保全の必要性
を単に数値化・明示化すれば，説得的に伝えられるわけで
はないことを指摘した（4節）．寺本は，世代間倫理の観
点から，未来の不確実さに対処するための社会の柔軟性を
支えるものとして土壌資源の重要性を位置づけた（5節）．
前川は，オーストラリアのランドケア活動を事例として，
土壌保全から景観保全，地域コミュニティの活性化へと取
り組みが展開していく様子を具体的に示した（6節）．シ
ンポジウムの質疑応答における議論については，別稿にて
公開を予定している．

（太田和彦・河野真紀子）

2．土壌倫理とは何か

土壌倫理（ethics of soil, soil ethics）とは，短期生産性
目標と長期的保全目標との間のトレードオフの問題の解
決に向けた議論を助ける理論的枠組みである（Gardner, 
2012; Roesch-McNally et al., 2018）．「人間は土壌を保全
するべきである」という規範が正当化されている理路を明
らかにすることにより，その規範の共有を促したり，規範
の硬直化を防ぐことを目的とする．「土壌保全」が指す具
体的行為の幅は極めて広いため，土壌倫理は一つの正しい
規範を求める営為というより，様々な規範の前提や異同を
適切に記述するための枠組みを開発する営為であるといえ
る（太田ら，2016）．

20世紀以降，土壌に関する調査と意思決定はもっぱら
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技術的側面からなされ，倫理学的検討はあまりなされてこ
なかった（Thompson, 2011）．その背景として土壌科学，
生態学，経済学のような様々な技術分野が大学，企業，政
府機関において制度化され，いずれも専門家は，古典的実
証主義的または “価値とは無関係な科学的立場” から土壌
や土地管理の側面に取り組んできた経緯があげられる（ト
ンプソン，2017）．しかし，土壌の利用・管理・保全には
「何をすべきか（何を他よりも優先するか，何に価値を見い
だすか）」という問いが内在されている以上，“価値と無関
係” ではありえない．そのため，2000年代以降は『土壌科
学百科事典』などでも土壌倫理の項目が作られ，論じられ
ることとなった（Lal ed., 2002, 2016）．なお，土壌倫理と，
生態学者アルド・レオポルドが提唱した土地倫理（land 
ethics）との異同については論者によって見解が異なる．
エンゲルは，土壌倫理の基本的なコンセプトとして，下

記の6つの項目をあげている（Bigas et al., 2007）．
（1） 土地管理と社会問題の相関への着目
（2） 生態学的観点からの管理
（3） 世代間での土壌保全の実施
（4） リスクの検討と予防
（5） 文化・経済・技術に合わせたアプローチの採用
（6） 土壌を介して経験される霊的・審美的な連帯
今回のシンポジウムでは，特に（1）（3）（4）について，「食
と農」，「世代間倫理」，「法制度」の観点から検討する．

（太田和彦）

3．土壌の重要性をどのように記述するか 

—4つの理論的枠組みの紹介

本節では，土壌の重要性を，土壌の非専門家と共有する
上で参考となることが期待される理論的枠組みについて述
べる．
先述のとおり，2015年に採択された「改訂世界土壌

憲章」は，1982年に採択された「世界土壌憲章」の有効
性を評価しつつ，新たな方針を記している（大倉・村
田，2018）．例えば，土壌管理に関する決定は，多様な社
会的・経済的な条件に沿って，地域ごとに実施されるべき
であること．また，個々の施策は複数の階層や分野にま
たがる数多くのステークホルダーの取り組みによって策定
する必要があることなどである．このような多分野の研
究者のみならず行政や市民団体のスタッフを交えた取り
組みは，学際研究（interdisciplinary research）と比較し
て，超学際研究（transdisciplinary research）と呼ばれる
（Lang et al., 2012）．長期的な土壌保全活動は，超学際研
究として行われる必要が指摘されており，また超学際研究
として実施されてもいる（Bouma, 2014; Toland, 2016）．
このとき，立場が異なるステークホルダーが，それぞれ

土壌をどのようなものとして認識し，価値づけているか
を明らかにし，それぞれの価値づけの共通点・相違点を共
有するプロセスは，取り組むべき問題の優先順位や望ま
しい解決状態，予算配分などを議論する上で重要である

（森，2014）．トンプソンは「土壌の価値について，人間が
土壌に見出してきたあらゆる用途を列挙して詳述しようと
すれば浩瀚な著作が必要となるだろうが」と但し書きをつ
けた上で，土壌に見いだされる価値を「土」（the soil）の価
値と，「土壌肥沃度」（soil fertility）の価値に2つに大別し
ている．前者は，個々の生命を超えた，神秘的，形而上学
的な価値であり，後者は，収穫産出高と食物・繊維生産の
持続可能性といった定量的，功利主義的な価値である（太
田ら，2016）．また，グルンヴァルトは，統合的な土壌保
全活動を行う上で考慮が求められる4つの側面として，①
土壌に関する個人の主観的な経験，②土壌に関する集団内
の文化，③土壌に関する物質的な管理，④土壌に関するシ
ステムの管理を挙げている（Grunwald et al., 2016）．
これらの枠組みは，土壌がどのようなものとして価値づ
けられているかを省みるのに役立つだけでなく，土壌の重
要性を表現し，潜在的なステークホルダーの土壌への関心
を惹起する上でも参照できる．土壌の重要性をより具体的
に記述する場合には，グルンヴァルトの整理と緩やかに対
応する下記の4つの理論的枠組みが，その補助線として機
能することが期待される．
1.  「土壌の芸術」：都市生活において，生活を支えるも
のでありながらも日常では触れる機会のない土壌に
ついて，その審美的特質および生態学的価値に注意
（care）を向けさせるための，土壌モノリスの展示や
ドキュメンタリー映画，自然体験学習プログラムなど
試みの全般を指す（Toland et al., 2018; 太田，2019）．

2.  「スチュワードシップ」：土壌は創造主から委託された
ものであるから人間がほしいままにしてはならない，
というキリスト教的世界観を背景とする管理責任を指
す．土壌倫理に関わる多くの規範の基礎であり，政策
の思想的指針を提供する（Thompson, 2011）．

3.  「プラネタリー・バウンダリー」：地球の生態系において
人間の活動がそれを超えた場合に，不可逆的かつ急激
な環境変化の危険性がある閾値を指す．2009年に28
名の科学者グループによって，9つの要素の閾値の特定
と測定結果についての論文が発表された．2015年の測
定結果では，気候変動，生物圏の完全性の変化，土地
システムの変化，窒素とリンの循環が閾値を超えている
ことが示された（Rockström and Klum, 2015）．

4.  「新国富指標」：インフラ，健康，教育，自然といった
社会全体が保有している多様な「富（豊かさ）」を，金
銭単位に換算して総合的に評価する指標のひとつ（馬
奈木ら，2016）．2012年の Rio+20で採択された．
生態系サービスとともに，持続可能な資源管理に向け
た政策決定の指標としての役割が期待されている．
これらの枠組みが，超学際研究のどの局面で有効たりう
るかに関しては継続的な検討とアクション・リサーチが必
要であろう．

（太田和彦）
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4．包括的な土壌保全の課題 

—EUのエビデンスに基づく政策からの示唆

ヨーロッパは土壌保全の長い歴史をもち，これに積極
的な地域といえよう．1972年には既に土壌憲章が存在し
（Kiss and Shelton, 1997），1985年には Soil Mapが刊
行されていた（Legros, 2006; CEC, 1986）．このような地
域で2002年頃から包括的な土壌保全にむけた動きが始動
し，2006年には土壌保護枠組み指令案（以下，指令案）の
提案が行われた（COM/2006/232 final, 2006）．しかしな
がら，この指令は成立することはなく，2014年には提案
自体が取り下げられた（2014 O.J. C 153/3, 2014）．本節
では，この指令案の問題意識，内容，根拠，そして取り下
げの背景及びそこからの示唆について述べる．

1）指令案における問題意識
そもそもこの指令案において保全，或いは対処すべきも

のとして，何が掲げられていたのであろうか．元来，土
壌保全の文脈では「脅威」という文言が用いられることが
多いが，同指令案でも「脅威」の存在する領域として，①
土壌侵食，②汚染，③有機炭素減少，④被覆，⑤圧密，
⑥塩類集積，⑦地すべりが挙げられていた（指令案2章）
（COM/2006/232 final, 2006）．すなわち，土壌を保全す
るにあたっては，これらに包括的に対処することが必要と
認識されていたということができる．しかし，当時の EU
域内では②汚染についてさえ対処していない国も残ってい
た．ましてや前述の①～⑦に関連する条項は多くの政策
エリアに分散し，他の環境媒体保護が主目的であるため
に，現状のままではこれ以上土壌の劣化を食い止められな
いというのが，指令案提案に至る主な問題意識であった
（European Commission, 2007）．

2）指令案の内容
次に，簡単に指令案の内容を紹介する．前述した7つの

脅威が優先順位の高いものとしてピックアップされてお
り，そのうち②汚染，④被覆はそれぞれ独立して，それ以
外はまとめて扱われ，結果として3グループに分けて対策
が規定されている．「それ以外」の5つの脅威（侵食，有機
物質減少，圧密，塩類集積，地滑り）については「リスク」
として記述され，同じ取り扱いがされる（6～8条）．
他方，汚染についての規定ではより具体的な手段が設定

されている（9～14条）．例えば，汚染サイトのインベン
トリーを作成し，それに基づいて国家修復戦略を策定する
という規定がある．また，潜在的汚染サイト（11項目の
土壌汚染活動が行われた場所）が売却される場合に，土地
所有者等が当局に土壌状況報告を提出する旨の規定が存在
する．
枠組み指令は基本的には加盟国に任せる部分が多く，柔

軟な造りになっているが，前述した潜在的汚染サイトを決
するための11項目の土壌汚染活動のように，一律に強制
的に適用される部分も存在する．

3）指令案の背後にある根拠
では，このような指令案の背後にはどのような根拠があ
るのだろうか．政策を裏付けるエビデンスというと，気候
変動等を裏付けるようなエビデンスを真っ先に思い浮かべ
る人もあるだろう．これを仮に「自然科学的な根拠」と呼
ぶこととする．もちろん，指令案にはこのような「自然科
学的な根拠」（1）も存在するが，EUにおける政策・法制度
は，「純粋な自然科学ではない，ないしは社会科学的色彩
のエビデンス」（2）に基づいても立案・実施される．
（1） 自然科学的な根拠の集成については，UNEPファ
ン ド に よ る GLASOD（Global Assessment of Human-
induced Soil Degradation）という200名以上の科学者
が結集したプロジェクト等が挙げられる（Bridges and 
Oldeman, 1999）．そして，例えば以下のようなモデル
式により侵食の土壌損失が推定される（Wischmeier and 
Smith, 1978）． 

= × × × ×A R K LS C P  
（A：推定土壌損失，R：降雨流出性ファクター，K：土
壌侵食ファクター，LS：傾斜長／勾配ファクター，C：
被覆管理ファクター，P：侵食管理実施ファクター）

（2） 後者に該当するエビデンスはインパクトアセスメ
ント（IA）と呼ばれる．IAという用語は多義的であるが，
EUの政策の文脈では，「政策決定を支持するためのエビ
デンスを収集し，分析する」プロセスと定義される．EU
では重大な影響を及ぼす法令や政策を設定／改正する場合
に IAが必要とされ，その内容には環境／社会／経済への
インパクト，影響を受ける人々等を含めることが要求され
る（COM/2002/276 final, 2002）．

4）取り下げの背景及びそこからの示唆
では，なぜこの指令案は成立しなかったのか．実際には
イギリス，ドイツ，フランス，オランダ等の反対勢力の存
在が，指令案取り下げの原動力であった．その反対理由の
第一は補完性原則であったが，その他にもいろいろな理由
が取りざたされた（河野，2019）．反対理由を集約すると，
IAに関連する事項が浮かび上がってくる．それは，長期
間にわたる脅威の影響のエビデンスがほとんどないこと
や，そのような状況で評価されたベネフィットは正確性を
欠くため，短期間のコストと比較すると不均衡と感じられ
ることであった（Glæsner et al., 2014）．これらの理由に
は，エビデンスに基く政策の限界が潜んでいると解するこ
とができる．
日本は EUの IAと若干異なる制度を擁しているが，土

壌保全のような長期間の政策に関して，エビデンスに基づ
く政策の立案／評価についての課題として上記限界を考慮
すべきであろう．

（河野真貴子）
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5．土壌をなぜ保全すべきなのか 

—世代間倫理から見る未来の不確実性と柔軟な社会

本節では，世代間倫理の観点から土壌資源の重要性を
位置づける．FAOは，このまま世界人口が想定どおり増
え続けた場合，2050年には現在より60パーセントも多く
の食料が必要になると予想している（Alexandratos and 
Bruinsma, 2012）．それにもかかわらず，気候変動，森林
伐採，地力収奪型農業などを原因として，侵食，塩類集
積，圧密，酸性化および化学物質汚染が発生し，一人当た
りの利用可能な農地面積は，1960年では0.45 ha, 1980年
では0.32 ha, 2020年の予測では0.22 haと減少の一途をた
どっている（高田ら，2016）．これは世代間倫理の観点か
ら見ても憂慮すべき状況である．人間社会の持続可能性が
農業による食料生産の持続可能性に依存している以上，そ
の基盤である土壌の減少と劣化は，未来世代が農業によっ
て食料を生産し，豊かに生きる機会や権利を脅かす．未来
世代にこうした機会や権利を保障するためにも，土壌の保
全は私たち現在世代が取り組むべき喫緊の課題である．
もっとも，現在ではビニールハウスや植物工場内での水

耕栽培，特殊なシートを利用した栽培方法など，土壌を利
用しない農業も実践されており，食料生産は土壌に全面的
に依存しているというわけではない．仮にこうした技術が
発展・普及し，それだけで必要な食料を供給することが可
能になれば，少なくとも食料生産のために土壌を保全する
必要はなくなるかもしれない．もちろんこの場合，土壌を
利用しない代替農業技術は「持続可能な（循環型の）」もの
でなければならない．例えば，有限な化石燃料の利用を前
提する技術は，それと合わせて再生可能なエネルギーを開
発しない限り，持続可能ではないし，エネルギー配分の世
代間不公正をもたらすという意味でも倫理的ではない．そ
の一方で，もし持続可能な代替農業技術を開発し，普及さ
せることができれば，土壌を保全しなくとも，未来世代の
食料ニーズを満たすことが可能になり，未来世代に対する
責務を果たしたことになるとも考えられるのである．
しかし，こうした代替可能性だけに着目した議論は，世

代間倫理の観点から見て，不十分なものである．本当の意
味で未来世代に配慮しようとするならば，「未知のリスク
や不確実性への対応」という観点も考慮する必要があるか
らだ．往々にして私たちは現在の状況の延長線上に未来を
予測するが，その予測は本質的に不完全であり，現実に裏
切られる可能性が常に存在している．このように不確実な
未来に備えるためには，想定される状況への対応策を用意
するだけではなく，想定外の出来事が起こった時にも柔軟
に対応できるよう，できるだけ多くの選択肢を持っておく
必要がある（Collingridge, 1980, 1992）．一つの「持続可
能な（循環型の）」オプションに依存した社会は，持続可能
性が高い社会ではない．むしろ，その手段がうまくいかな
くなった場合に備えて複数の「持続可能な（循環型の）」オ
プションが利用できる態勢にある社会こそ本当の意味で持

続可能性の高い社会なのである（Norton, 2015）．このこ
とは食料生産の問題にも同様に当てはまる．食料生産の新
しい技術が確立されたからといって，土壌の保全を放棄し
てしまえば，食料生産の選択肢の一つを，しかも最も実績
ある選択肢を捨てることになる．それは不確実性に対応す
る能力の低い脆弱な社会を未来世代に残すことを意味して
おり，世代間倫理の観点から見て問題のある意思決定であ
る．
また，土壌の再生に長い年月が必要であり，一度失われ
た土壌は簡単には取り戻せないという事実を考慮するなら
ば，土壌保全の重要さはより明確になる．たしかに農業技
術の進歩と多様化は，未来世代に食料生産の選択肢をより
多く残すことにつながる．しかし，新しい技術が登場した
からと言って，土壌による食料生産という選択肢を捨てて
しまうとしたら，それは「後戻りができない状況へ突き進
む」という大きな賭けをしていることになる．その賭けに
負けた時に，代償を払うのが意思決定をした現在世代では
なく，その意思決定に参加することのできなかった未来世
代だとしたら，あるいは，そのことをわかっていて現在世
代が土壌保全の放棄というリスキーな賭けを敢行するな
らば，それは明らかに無責任であろう．このことからして
も，現在私たちが手にしている土壌というもっとも基礎に
ある選択肢を着実に維持・再生しながら，それに新しい選
択肢を加えて食料生産の手段を多様化していくことが，未
来の食料生産のあり方に対して現在世代が果たすべき責務
だと考えられる．

（寺本　剛）

6．豪州ランドケア運動にみる土壌保全・回復に関する 

地域活動と支援のあり方

本節ではオーストラリアの「ランドケア」を事例に，活
動の背景，連携を促進する要素，土壌保全活動から景観保
全，地域コミュニティの活性化へと展開していく取り組み
の展開について述べる．

1）「ランドケア」の背景
オーストラリアの固有の自然は，18世紀後半に始まっ

た白人の入植に伴う外来種の繁茂と森林の過剰伐採，それ
らによる生態系の破壊と土壌劣化の進行により，大きな
ダメージを受けてきた（シーゲル，2010）．ランドケア運
動は，この深刻な環境問題に立ち向かうために誕生した，
地域コミュニティを基盤とするアプローチである（シーゲ
ル，2012）．地域住民を中心とした有志の個人によって結
成・構成されるグループ（ランドケア・グループ）を基本
単位とするこの運動は，1986年の立ち上げ以来，2015年
現在で全国5,000以上のグループが展開するまでに育っ
た．
この運動誕生の背景には，土壌劣化に対する，当時の農
業者をはじめとした土地所有者のあいだの危機意識の高
まりと，それを受けたヴィクトリア州政府による法律やプ
ログラムなどの制度的な基盤整備があった．とくに，2人
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の女性（当時の環境大臣 Joan Kirner氏と当時の農業者連
盟会長 Heather Mitchell氏）のあいだの革新的な協調は，
ランドケアを，対立しがちな農業と環境保全をひとつに結
ぶ連携の場として確立させた（Poussard, 2006）．

2）連携を促進する要素
運動発足から30年以上の時が過ぎ，現在ランドケア

は，担い手の高齢化や一部活動の停滞といった課題を抱え
ている．それでもなおこの地域活動がオーストラリアで
今も多くの人びとによって実践されている背景には，運
動のなかで蓄積・構築されてきた，地域活動を支える社
会的仕組みが存在している．これらは主に，連携による
地域活動を促進する制度的な仕組みの存在（多層的な多主
体連携（Maekawa et al., 2016），ファシリテータの存在
（Maekawa and Aron, 2016），政府からの支援（Maeka-
wa, 2016））と，運動に携わる人びとのあいだで育まれて
きたケアの精神である．とくにケアの精神については，こ
の運動がもともと土地と土壌をケアする行為として起こっ
たものであり，このケアは土地や土壌のみでなく，活動を
共にする他者に対する温かさと助け合いの行為として実践
されていることは重要である．
景観を変えるほどの土壌保全や回復を実現することは，

人間ひとりでは不可能である．ランドケアでは，人びとが
集まり，協働することで，これを実現してきた．ここで，
ケアとは，大切にするという意味である．ランドケアは，
土壌に対するケアのプロセスにおいて，人びとが互いを大
切にする場・時間・気持ちを生むことにより，人びとのつ
ながりをつくっている．グループで協働しながらグループ
を越えた他者も受け入れる，柔軟で温かいしくみの構築と
精神の涵養が，土壌ひいてはわたしたち自身のかけがえの
なさ，存在の価値を再認識させる，ランドケア運動の構造
であり推進力である（前川，2019）．

3）土壌から地域全体へ
ランドケア・グループは，有志の人びとによる自由な意

志を基盤に結成・運営されているが，基本的にはランドス
ケープレベルといわれる一定の地理的範囲内の人びとで構
成されるため，各グループ内では共通の課題に共同して取
り組む．活動場所は，メンバーの所有する土地や農場，州
立・国立公園内の森林や湿地等である．グループによる地
域活動の内容に典型はないが，具体的には，植林やモニタ
リングを通じた在来動植物の保護や保全，農場など現場訪
問をおこなうツアー形式での学び合い，子どもたちへの環
境学習支援などがある．
グループによる地域活動の多くはプロジェクト形式で実

施され，地域の環境に関する何らかの課題を解決あるいは
改善することを目的としながら，活動を通じて地域の人び
とにとって安全で安心できる場の創出をおこなっている．
ランドケア運動は，干ばつや洪水等自然災害のリスクと向
き合って生きる農業者にとって生き抜くための助け合いで
あると同時に，活動に参加するすべての人に楽しみや生き
がいを与える，寛容なやすらぎの場としての機能をもって

いる（前川，2019）．
4）コミュニティ基盤のモデルに向けて
ランドケア運動における地域活動を促進する仕組みのう
ち，個々の地域の現場での人びとの協働，多主体間の連
携を支えているのは，ファシリテータによるコミュニケー
ションである．そのような対話を通じたコミュニケーショ
ンには文化や関係性に応じた技術の実践が必要とされるな
か，ランドケア運動をはじめとする蓄積のある実例の検討
を通じ，モデルとなる枠組みや要件を導くことで，現場で
の実効性と理論的な普遍性を兼ね備えた，土壌保全を含む
環境の課題へのコミュニティ基盤のアプローチを開いてい
くことができるのではないだろうか．

（前川智美）

7．お わ り に

本シンポジウムでは，人文社会学の諸分野から，長期的
な土壌保全の実践の必要性と方向が示された．日本土壌
肥料学会2015年度京都大会にて開催されたシンポジウム
「土壌保全活動の推進に環境思想，環境社会学は何ができ
るか？」との連続性を見出すことができるだろう．
質疑応答では，農林業や土壌に直接関わりのない分野の
研究者はどのような関心を土壌に持ちうるのか，土壌に関
する予防原則を日本の地域計画のなかにどのように落とし
込んでいくか，義務教育課程で土壌について学習する機会
がない状況で土壌保全の規範は有効たりうるのか，国外に
おける土壌保全に関する研究機関と非営利団体の連携の成
功例はあるのか，土壌保全の担い手をどのような形で支援
するべきか，ボトムアップの運動とトップダウンの施策を
どのようにつなげるか，など，多岐にわたるテーマでの議
論がなされた．これらの議論の成果は，稿を改めて紹介し
たい．
なお，本シンポジウムの開催は，日本科学協会の笹川科
学研究助成「土壌の審美的価値（センス・オブ・ワンダー）
の提示が地域の土壌資源の包括的・長期的保全に果たす機
能」によって実現された．記して謝意を表したい．
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